
Ⅱ．調査の概要

１．目　的
 

建設工事施工統計調査は，建設業者が施工した建設工事の完成工事高等を調査し，建設業の

実態・建設活動の内容を明らかにすることによって，経済政策，建設行政等に資することを

目的として，毎年実施されている調査である。

 

２．根拠法規
 

（１）統計法（基幹統計調査）

（２）建設工事統計調査規則

 

３．調査対象期間
 

令和６年度（ただし，決算日が令和７年３月３１日以外の調査対象業者にあっては，令和７年

３月３１日以前の直近決算日から，さかのぼること１年間）

 

４．調査項目
 

（１） 経営組織

（２） 資本金又は出資金

（３） 有形固定資産（土地を除く）

（４） 業態別工事種類

（５） 就業者数

（６） 年間完成工事高

（７） 兼業売上高

（８） 年間受注高

（９） 建設業の付加価値額及び原価等

 

５．調査の方法
 

　・国土交通省は、調査対象業者に調査資料を郵送により配布。

　・調査対象業者は、Webサイトまたは紙調査票で回答。

　・国土交通省は、外部委託業者と協力し、調査対象業者から提出のあった調査票を審査・集計。



６．調査対象者の抽出・推計手法
 

（１）母集団は，建設業法に基づく許可を有する約４８万建設業者とした。

　　　母集団の内訳は，大臣許可業者約１万業者，知事許可業者約４７万業者となっている

　　　（令和７年３月３１日現在）。

 

（２）建設業許可業者を資本金階層別・層化業種別に分類し、次の条件に基づき、約１１万業者を

　　　抽出。

　　　　○大臣許可業者は全数抽出

　　　　○知事許可業者は次の条件に基づき抽出

　　　　　・資本金又は出資金が３千万円以上の業者は全数抽出

　　　　　・舗装、板金、さく井工事業の許可を有する業者は全数抽出

　　　　　・上記以外の許可業者について、資本金階層別、層化業種別に分類し、各層ごとに

　　　　　　完成工事高の標準偏差に基づき、６つのグループに分類し、一番標準偏差が大きい

　　　　　　グループは全数抽出とし、残りの５つのグループについては、グループ毎の平均

　　　　　　標準偏差を指標としたネイマン配分により割当率を設定し、都道府県別に均等抽出

　　　　　　して、抽出率を設定

 

（３）調査対象業者数 
  

調査対象業者数    １１１，７７８業者 

  調査票提出業者数    　５６，６６３業者 

 　 実績記入のあった業者数    　５２，７６４業者 

    実績記入のなかった業者数      　３，８９９業者 

  調査票未提出業者数 （調査不能業者を含む）      ５５，１１５業者

  

（４）欠測値の補完について 

　　　上記（３）の調査票未提出業者については、以下の行政記録情報における完成工事高等を

　　活用して、欠測値の補完を行った。

　　・建設業法に基づく経営事項審査

　　・令和３年経済センサス-活動調査

　　・建設業法に基づく決算の変更届



　　（注）本調査は，調査票に建設活動実績の記入があった業者の数値を集計したものであり、

　　　調査票未提出業者のうち（４）にて補完できない業者については、施工実績がなかった

　　　ものとして扱っている。

 

７．調査・表章の単位
 

調査単位は，「百万円」及び「人」である。

表章単位も，「百万円」及び「人」である。

ただし，調査結果の数値は，提出された調査票のデータに，各調査対象者の抽出率に

応じて，その逆数を乗じ，母集団である全国約４８万建設業者の値に復元した値である。

そのため，四捨五入の関係で，計数には不整合が生じる箇所がある。

 

８．公　　表
 

調査結果は，例年３月末にプレスリリースすると共に，総務省ホームページ「政府統計の

総合窓口（e-Stat）」内に掲載しているが，今回は集計結果確認のため4/14の公表となった。

 

　政府統計の総合窓口（e-Stat）　https://www.e-stat.go.jp/
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Ⅲ．用語の定義等

１．用語の説明
 

（１）建設業者

　　　建設業法上の許可業者（複数の許可を有する業者であっても，１業者として扱っている）。

 

（２）業態別工事種類

　　　建設業法に基づく，２９種類の許可業種を基本として，３２種類に分類している。

業種別一覧

０１ 一般土木建築工事業 １７ 金属製屋根工事業

０２ 土木工事業 １８ 板金工事業

０３ 造園工事業 １９ 塗装工事業

０４ 水道施設工事業 ２０ ガラス工事業

０５ 舗装工事業 ２１ 建具工事業

０６ しゅんせつ工事業 ２２ 防水工事業

０７ 建築工事業 ２３ 内装工事業

０８ 木造建築工事業 ２４ はつり・解体工事業

０９ 大工工事業 ２５ 電気工事業

１０ とび・土工・コンクリート工事業 ２６ 電気通信工事業

１１ 鉄骨工事業 ２７ 管工事業

１２ 鉄筋工事業 ２８ さく井工事業

１３ 石工工事業 ２９ 熱絶縁工事業

１４ 煉瓦・タイル・ブロック工事業 ３０ 機械器具設置工事業

１５ 左官工事業 ３１ 消防施設工事業

１６ 屋根工事業 ３２ その他の設備工事業



（３）用語の定義

建  設  工  事

建設業法第２条第１項に規定する建設工事をいう。
したがって，測量，設計，積算，ボーリング調査，文化遺産発掘，炭鉱・鉱
山の坑道掘削工事，除草作業等の工事を伴わない維持管理業務及び除雪作業
等の単独受注工事は含まれない。

完 成 工 事 高

決算期内に工事が完成し，その引渡しが完了したものについての最終請負高
（請負高の全部又は一部が確定しないものについては，見積計上による請負
高）及び未完成工事を工事進行基準により収益に計上する場合における決算
期中出来高相当額をいう。

受    注    高
建設工事の元請及び下請による請負高（請負高が確定していない場合は見積
計上による請負高）をいう。

元  請  工  事
発注者（施主）から直接請け負った建設工事をいい，民間等で自社のために
行った自家工事を含む。

下  請  工  事
元請工事以外の，他の建設業者（元請業者や下請業者）から下請として請け
負った建設工事をいい，１次又は２次等の下請工事を含む。

公共発注工事

国，地方公共団体，独立行政法人，政府関連企業等，地方公営企業，地方公
社等が発注した工事をいう。なお，東京地下鉄（株），ＮＴＴ各社，ＪＲ各
社，電源開発（株），森林組合等が発注した工事は，民間発注工事として
扱っている。

民間発注工事
公共発注工事以外の工事（駐留軍，外国公館，土地区画整理組合等が発注し
た工事を含む）をいう。

新  設  工  事

構造物及び付属設備を新たに建設し，若しくは増改築，改良する工事をい
い，災害を契機とする改良復旧工事及び除却・解体工事・耐震改修工事を含
む。新設工事と維持・修繕工事の双方を含む工事については，主たる内容に
より区分している。

維持・修繕工事

新設工事以外の工事をいい，既存の構造物及び付属設備の従前の機能を保つ
ために行う経常的な補修工事，改装工事，移転工事，災害復旧工事及び区間
線設置等の工事（作業）を含む。新設工事と維持・修繕工事の双方を含む工
事については，主たる内容により区分している。

土  木  工  事

いわゆる土木工事（道路工事，河川工事等），農業土木工事（農道工事，土
地改良工事等）のほか，送電線，配電線，地中電線路，電車線，アンテナ，
電線支持物，鉄塔，信号装置，下水道，屋外のガス・水道等の送配管，石油
タンク，ガスタンク，鋼製工業薬品タンク，浮ドック，交通標識，造園，解
体，サイロ等の工事を含む。また，土木施設の付属物の工事も含まれる。

建 築 工 事・
建築設備工事

建築工事にはその一部である鉄骨，鉄筋，防水，塗装，木製間仕切壁等の工
事及び建築工事に付帯する整地，門塀等の工事を含む。建築設備工事とは，
建築物に関する冷暖房，換気，給排水，電気，ガス，消火，汚水処理場等の
設備工事及び昇降機，煙突等の工事をいう。

住　　　　　宅
居住を主たる目的とする建築物（複合建築物のうち，居住用床面積が全体の
５０％以上のもの）をいう。



※就業者は、調査開始日である７月１日現在の在籍者数を集計している。 

 

 

２．都道府県別集計
 

結果表の都道府県別集計には，次の２種類がある。

（１）業者所在都道府県別

　　　主たる営業所の所在する都道府県別に調査結果を集計したものである。

（２）施工都道府県別

　　　実際に施工した都道府県別に調査結果を集計したものである。ただし，資本金２千万円

　　　未満の業者については当該事項について調査を行っていないため，主たる営業所の

　　　所在する都道府県に計上している。

 

３．その他
 

（１）本統計の調査結果には消費税が含まれている。

（２）業種別集計は，国内建設工事の年間完成工事高が多い業種で整理したものとなっている。

建 設 業 の
付 加 価 値 額
及 び 完 成 工 事
原 価

付加価値額は、建設工事の過程で企業の労働と資本により新たに加えられた
価値のことであり，完成工事から自ら生産したものではない材料費や外注費
などを差し引いたもの（本調査においては，労務費（労務外注費を除く），
人件費，租税公課，営業損益の合計（＝純付加価値額））をいう。なお純付
加価値額に減価償却費を足したものを粗付加価値額という。完成工事原価
は，材料費，労務費（労務外注費を含む），外注費，経費の合計をいう。

建 設 業 専 業 総売上高のうち，建設工事完成工事高が８０％以上を占める業者。

非　　住　　宅
居住以外（鉱工業用，商業用，サービス業用，公益事業用及び公務・文教用
等居住用以外の目的の全てを含む）を主たる目的とする建築物をいう。

機械装置等工事

工場等における動力設備，配管，機械基礎，築炉，機械器具装置等の工事及
び変電設備，屋外の電信電話設備，電光文字設備，ネオン装置，ガス導管，
坑井設備，遊園地の遊戯設備，鋼索道及び架空索道設備等の工事をいう（建
築設備を除く）。

※
就
業
者

従 業 者
企業に所属し，業務に従事している雇用者（直接雇用し，直接賃金を支払っ
ている者），個人業主，無給家族従業者，有給役員をいう。

労務外注

労務外注契約（工種・工程別等の工事の完成を約する契約で，その大部分が
労務費であるもの）又は準直用（直接雇用していないが，企業がその者の賃
金台帳の整備や保険手続等を行っている場合）により企業の仕事に従事して
いる者（ただし，労務外注の相手先が建設業許可業者である場合は除く）を
いう。


